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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
「
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
に
あ
る
改
定
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た
年
金
受
給
額
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
「
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
」
に
あ
る
改
定
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
踏
ま
え
た
年
金
受
給
額
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
「
物
価
改
定
率
と
賃
金
改
定
率
の
常
に
低
い
方
に
合
わ
せ
て
年
金
額
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
」
と
い
う
本
法
案
の

新
し
い
改
定
ル
ー
ル
を
、
仮
に
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
の
十
年
間
に
も
行
っ
て
い
た
場
合
と
、
同
じ
十
年
間
に
、

仮
に
特
例
水
準
も
本
法
案
の
新
し
い
改
定
ル
ー
ル
も
無
か
っ
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た

め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
七
日
に
厚
生
労
働
省
年
金
局
が
公
表
し
た
「
民
進
党
の
要
求
事
項
（
仮
に
今
回
の
額
改
定
ル

ー
ル
の
見
直
し
が
平
成
十
七
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
場
合
の
試
算
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成

二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
年
金
額
の
改
定
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
四
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
す
る
等
の
一
定
の
前
提
の
下
で
、
仮
に
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成

二
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
現
在
、
国
会
に
提
出
し
て
い
る
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め

の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
見
直
し
前
の
年
金
額
の
改
定
方
法
を
適
用
す
る
も
の
と

し
た
場
合
の
平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改

一



定
率
と
、
仮
に
当
該
各
年
度
に
お
い
て
当
該
見
直
し
後
の
年
金
額
の
改
定
方
法
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
平
成
二
十
八

年
度
に
お
け
る
当
該
改
定
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
機
械
的
に
計
算
を
行
っ
た
結
果
の
差
等
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


